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 管理栄養士養成施設に在籍し、管理栄養士国家試験受験希望者の栄養士免許の申請については、原則、管理栄

養士養成施設からの一括申請することとなっておりますが、養成施設及び学生の諸事情を考慮し、学生個人の栄

養士免許申請を長野県内の保健福祉事務所（保健所）にて受け付けております。 

なお、令和６年３月 13日（水）までに養成施設が「栄養士免許取得（見込）照合書」を管理栄養士国家試験運

営本部事務所へ提出する必要があり、日程的に厳しいものとなっております。卒業証明書及び履修証明書が発行

され次第、速やかに申請ください。 

なお、『栄養士免許取得（見込）照合書』の発行につきましては、栄養士免許申請窓口にて即日発行いたします

が、免許証につきましては発行に時間を要するため、お渡しは後日となります。 

 

【栄養士免許申請必要書類】 

書 類 摘 要 

①栄養士免許申請書 
・別添申請書をご利用ください。 

・申請窓口にもご用意があります。 

②長野県収入証紙 5,800円分 

・長野県収入証紙の売りさばき所は長野県のホームページにて確認く 

ださい（長野県ホームページの検索バーに「収入証紙売りさばき場所」と入力し検索し 

てください）。 

・長野県の収入証紙は長野県内でのみ購入可能です。 

・収入印紙と間違えないようにご留意ください。 

③戸籍抄（謄）本 

又は 

住民票の写し 

・発行６か月以内のもの 

・住民票の写しの場合は「本籍」が記載されており、マイナンバーの記

載のないもの 

・旧姓を免許証に併記することを希望する場合は、免許証に併記しよう

とする旧姓から現在の氏名までの変更経緯が確認できる戸籍抄（謄）

本又は、免許証に併記しようとする旧姓が併記された住民票の写しを

ご提出ください。 

④栄養士養成施設卒業証明書 又は 

卒業証書 

 

⑤栄養士養成課程履修証明書 ・成績証明書不可（栄養士課程を履修したことを証するものであること） 

⑥栄養士免許取得（見込）照合書 ・様式Ｄ－１（個人申請用） 

 

【申請窓口】 

 申請窓口は、住所地を管轄する保健福祉事務所（住所地が長野市の方は長野市保健所、松本市の方は松本市保

健所）となります。申請にあたっては、申請手続き及び栄養士免許取得（見込）照合書の発行が円滑に行えるよ

うに、必ず申請窓口となる保健福祉事務所または長野市保健所若しくは松本市保健所に事前に来所日をご連絡く

ださい。 

栄養士免許個人申請手続きについて 
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保健福祉事務所 窓口 連絡先 

佐久保健福祉事務所 

（佐久市大字跡部 65-1佐久合同庁舎内） 
健康づくり支援課 0267-63-3163 

上田保健福祉事務所 

（上田市材木町 1-2-6上田合同庁舎内） 
健康づくり支援課 0268-25-7154 

諏訪保健福祉事務所 

（諏訪市上川 1-1644-10諏訪合同庁舎内） 
健康づくり支援課 0266-57-2926 

伊那保健福祉事務所 

（伊那市荒井 3497伊那合同庁舎内） 
総務課 0265-76-6835 

飯田保健福祉事務所 

（飯田市追手町 2-678飯田合同庁舎内） 
健康づくり支援課 0265-53-0443 

木曽保健福祉事務所 

（木曽郡木曽町福島 2757-1木曽合同庁舎内） 
総務課 0264-25-2231 

松本保健福祉事務所 

（松本市大字島立 1020松本合同庁舎内） 
健康づくり支援課 0263-40-1938 

大町保健福祉事務所 

（大町市大字大町 1058-2大町合同庁舎内） 
健康づくり支援課 0261-23-6526 

長野保健福祉事務所 

（長野市大字中御所字岡田 98-1） 
健康づくり支援課 026-225-9045 

北信保健福祉事務所 

（飯山市大字静間字町尻 1340-1） 
健康づくり支援課 0269-62-6311 

※住所地が長野市の方は長野市保健所、松本市の方は松本市保健所に申請ください 

長野市保健所 

（長野市若里 6-6-1） 
総務課 026-226-9941 

松本市保健所 

（松本市大字島立 1020松本合同庁舎内） 
保健総務課 0263-40-0700 

≪受付時間≫ 平日 ８：30～12：00、13：00～17：15 

 

【留意点】 

 ①申請書類については不備がないようにしてください。 

②管理栄養士養成施設にあたっては、個人申請を行う学生に対して適切な指導をお願いします。過去に、個人

申請を学生に行わせている管理栄養士養成施設から、期日までに学生が必要な手続きを行わなかった等によ

り、受験資格が得られないためどうにか対応いただきたいとの要望がございました。学生が申請手続きを怠

った等による特別な対応は致しませんので予めご承知おきください。学生本人に個人申請手続きを行わせる

場合はこのような事態が発生し得るということを承知いただいた上で、学生に対しご指導ください。 

 



※文書番号

 

     

※登録番号

 

   収入証紙欄

 

 

※登録年月日

 

  （5,800 円分長野県収入証紙） 

 

  

栄養士免許申請書 
 

下記により、栄養士法第２条第１項に規定する栄養士の免許を申請します。 

記 

１ 罰金以上の刑に処せられたことの有無（有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日） 

  有・無                                     

２ 栄養士の業務に関し、犯罪又は不正の行為を行ったことの有無（有の場合、違反の事実 

 及び年月日） 有・無                               

 

３ 旧姓併記の希望の有無   有・無 

  年  月  日 

本籍 

（国籍） 

     都道 

     府県 

 

住所

 

〒 

 

電話 （     ） 

 

ふりがな （氏）  （名）   性別 

氏名 
  

男・女 

（旧姓）   

通称名   

 

生年月日 

昭和 

平成 

令和 

西暦 

   

 

 

 年 

  

 

  

月 

   

日 

 

長野県知事 様 
 

（添付書類） 

１ 栄養士法第２条第１項に規定する養成施設において２年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得したことを証する書類 

２ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し（本籍が記載されており、かつマイナンバーの記載のないもの） 

※発行の日から６か月以内のもの 

※住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81号）第７条第５号に掲げる事項（出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319号）第 19 

条の３に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年

法律第 71号）に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第 30条の 45 に規定する国籍等）を記載したものに限る。 

※出入国管理及び難民認定法第 19 条の３各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し  

※卒業後に氏名又は本籍地都道府県に変更がある場合は戸籍抄（謄）本を添付すること 



※文書番号

 

     

※登録番号

 

   収入証紙欄

 

 

※登録年月日

 

  （5,800 円分長野県収入証紙） 

 

  

記入しない

でください 

栄養士免許申請書 
 

下記により、栄養士法第２条第１項に規定する栄養士の免許を申請します。 

記 

１ 罰金以上の刑に処せられたことの有無（有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日） 

  有・無                                     

２ 栄養士の業務に関し、犯罪又は不正の行為を行ったことの有無（有の場合、違反の事実 

 及び年月日） 有・無                               

 

３ 旧姓併記の希望の有無   有・無 

  年  月  日 

本籍 

（国籍） 

     都道 

     府県 

 

住所

 

〒〇〇〇‐○○○○ 

□□県△△市◇◇ 〇丁目●番◆号 

電話 ○○○（○○○）○○○○ 

 

ふりがな (氏) しんしゅう (名)  たろう 性別 

氏名 信州 太郎 
男・女 

（旧姓）   

通称名   
 

生年月日 

昭和 

平成 

令和 

西暦 

   

○ 

 

○ 年 

  

 

 

○ 月 

  

○ 日 

 

長野県知事 様 
 

（添付書類） 

１ 栄養士法第２条第１項に規定する養成施設において２年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得したことを証する書類 

２ 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し（本籍が記載されており、かつマイナンバーの記載のないもの） 

※発行の日から６か月以内のもの 

※住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81号）第７条第５号に掲げる事項（出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319号）第 19 

条の３に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年

法律第 71号）に定める特別永住者にあっては、住民基本台帳法第 30条の 45 に規定する国籍等）を記載したものに限る。 

※出入国管理及び難民認定法第 19 条の３各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し  

※卒業後に氏名又は本籍都道府県に変更がある場合は戸籍抄（謄）本を添付すること 

旧姓併記希望は必ず選択 

（未選択の場合は免許証に併記されません） 

 
卒業・履修証明書の発行日以降の日付を記入 

 

長野 本籍のある都道府県名を記入 

旧姓併記を希望する場合は記入。 

旧姓併記を希望しない場合は記入不要。 

 
外国籍の方で本名と併せて通称名の記載を
希望する場合に記入。 

 

日本国籍の方は和暦で記入。戸籍抄（謄）本または住民票の写しに基づき記載。

されていること 

 

申
請
書
記
載
例 

有の場合は 

事前にご相 

談下さい 



郵送による『長野県収入証紙』購入方法のご案内 

現金書留にて次の（1）～（3）を郵送してください。 

 

 

 

 

 

 

 購入例:県証紙 3 万円分購入の場合 

 

 

 

 

 

 

 

  ※返信用切手の貼ってないものにつきましては、着払ゆうパックにて送付いたしますのでご了承ください。 

送付先 〒380-8570 長野県長野市南長野字幅下 692-2 長野県庁生活協同組合 事務所 宛 

 

※発送は、午後 3 時までに現金書留が到着した場合は当日に発送いたします。 

 3 時以降到着のものに関しましては、翌営業日の発送になりますのでご了承ください。 

 ある程度の余裕をもって申込みをお願いいたします。 

※長野県収入証紙をお買い求めいただいた後の返金、交換はお受けできませんのでご注意ください。 

きりとり 

郵送による『長野県収入証紙』購入申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お預かりする個人情報は、収入証紙郵送業務以外利用いたしません。 

ご希望の長野県収入証紙 

こちらに総額を記入願います。 

         円分の 

長野県収入証紙購入 

 

お申込日  年   月   日（   ） 

お名前 
様 

ご住所 

〒   － 

連絡先 電話      -    - 

領収書の宛名 
 

 

備考  

（１）現金（ご希望の長野県収入証紙代金） 
（２）切手を貼った返信用封筒（あらかじめご購入者様の住所、宛名を記入してください。） 
   返信用封筒は現金書留封筒に折って収まる程度のものをご用意ください。 
   例：定形封筒【長 3 サイズ】（120 ㎜×235 ㎜）または定形封筒【長 4 サイズ】(90 ㎜×205 ㎜) 
   ※返信切手代金は、証紙代が 5 万円までは、434 円(簡易書留扱)10 万円までは 564 円(書留扱)を

ご用意ください。10 万円以上は郵便局にご相談ください。 
（３）長野県収入証紙購入申込書 

切手
434
円分 

長 野 県 収
入 証 紙 

購入申込書  

返信用封筒
定形封筒、
長 3 または
長 4 サイズ

イズ 4 

見本 

現金書留封筒 

＋ ＋ ＋ 

担当印 

50,000 円×    枚 
10,000 円×    枚 
5,000 円×    枚 
2,000 円×    枚 
1,000 円×    枚 

   500 円×    枚 
   400 円×    枚 
   300 円×    枚 
   200 円×    枚 
   100 円×    枚 
    50 円×    枚 
     20 円×    枚 
    10 円×    枚 

※ 内訳をご記入ください。 

返信用封筒
に貼って送
付してくだ
さい。 


